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Ⅰ．計画策定の趣旨等 
 

１ 計画策定の趣旨                              
 

 障害者自立支援法においては、障がい者や障がい児が自立した日常生活又は社会生 

活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスや相談支援等が地域において計

画的に提供されるよう障害福祉計画の策定を義務づけています。 

 このたび、平成 23年度をもって現計画である第２期障害福祉計画の期間（平成２

１年度～２３年度）が終了することから、国・北海道の動向や本市におけるこれまで

の計画の進捗状況、サービス利用の状況等を踏まえ、また、市内の障がい者やサービ

ス提供事業者等の現状をとらえ、障がい福祉の充実に向け、その提供体制を確保する

ための方策を定め、サービス提供体制の計画的な整備を図ることにより、障害者福祉

制度の円滑な実施を確保しようとするものです。 
 

２ 計画の位置づけ                              
 

 本計画は、障害者自立支援法第８８条第１項に「障害福祉サービス、相談支援及び

地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画（市町村障害福祉計画）」と規定さ

れている計画です。平成１８年度に策定した小樽市障害者計画（計画期間・平成１９

年度～２８年度）と調和を図りながら、障がい者等が自立した生活を営むことができ

るよう、障害福祉サービス等の必要量とその確保に関する３年間の実施計画として位

置づけるものです。 
 

３ 計画の期間及び見直しの時期                              
 

  本計画は、平成２０年度に策定した第２期障害福祉計画の必要な見直しを行い、平

成２４年度から平成２６年度までの３年間を計画期間とする第３期障害福祉計画と

するものです。 

 なお、国では「障害者自立支援法」を見直し、平成２５年には「障害者総合支援法

（仮称）」制定に向けた動きが進められています。そのため、今後、計画の根幹となる

法律等について大幅な変更があった場合、適時、見直しを行うこととします。 
 

４ 計画の策定に当たって                              
 

（１）ニーズ等の把握 

  本計画の障害福祉サービス等の必要量を見込むに当たっては、第２期障害福祉計

画における計画期間内の利用実態の分析やサービス提供事業者等の新たなサービス

体系へ移行後のサービス内容などを把握するとともに、北海道において実施した入

所施設利用者意向調査の結果などを踏まえ、ニーズの把握を行いました。 
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（２）北海道との連携 

  本計画の策定に当たっては、北海道の示す障害福祉計画指針に基づく北海道の目指

す方向に掲げる数値を基本としつつ、本市の実情等を踏まえ設定しました。 

  

（３）小樽市障害者自立支援協議会の開催 

  小樽市障害者自立支援協議会において、福祉団体、障がい者関係団体、相談支援事

業者等幅広い関係者の意見を伺いました。 

 

（４）説明会の開催 

  小樽市と小樽市障害者自立支援協議会の共催により、障害福祉サービス事業者及び

利用者等を対象に説明会を開催し、意見を伺いました。 
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Ⅱ．障がい者及びサービス提供基盤の状況 
 

 

１ 障害者手帳交付者数の推移                     

                       （単位：人 各年度末） 

 身体障がい者 

（身体障害者手帳） 

知的障がい者 

（療育手帳） 

精神障がい者 

（精神障害者保健福

祉手帳） 

    

   計 

平成１８年度 ７，５７４ ９３４ ３７８ ８，８８６ 

平成１９年度 ７，５９１ ９６５ ３４７ ８，９０３ 

平成２０年度 ７，６３６ １，０１３ ３８８ ９，０３７ 

平成２１年度 ７，５９９ １，０４１ ４２２ ９，０６２ 

平成２２年度 ７，５５７ １．０４６ ４８４ ９，０８７ 

 
（１）身体障がい者（児）の状況 

 

① 身体障害者手帳交付者数の推移 

ア 障害程度等級別                   （単位：人 各年度末） 

  １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 

平成１８年度 ２，３６２ １，５００ １，３０４ １，４９１ ５３８ ３７９ ７，５７４ 

平成１９年度 ２，３６５ １，４７１ １，３１７ １，５４７ ５２８ ３６３ ７，５９１ 

平成２０年度 ２，３８９ １，４５１ １，３２８ １，５９１ ５２１ ３５６ ７，６３６ 

平成２１年度 ２，３７４ １，３９８ １，３２３ １，６４９ ５０６ ３４９ ７，５９９ 

平成２２年度 ２，３６５ １，３６６ １，３０２ １，６７１ ４９１ ３６２ ７，５５７ 

 

イ 障害種類別                     （単位：人 各年度末） 

  肢体不自由 聴覚障がい 内部障がい 視覚障がい 言語障がい 計 対前年増加率 

平成１８年度 4,442 601 2,014 455 62 7,574 0.6% 

平成１９年度 4,447 598 2,024 461 61 7,591 0.2% 

平成２０年度 4,479 607 2,041 450 59 7,673 2.8% 

平成２１年度 4,442 597 2,051 449 60 7,599 △0.5% 

 平成２２年度 4,425 598 2,032 443 59 7,557 △0.6% 
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（２）知的障がい者（児）の状況 

① 療育手帳交付者数の推移             （単位：人 各年度末） 

  
療育手帳Ａ 療育手帳 B 

合計 
対前年 

増加率 １８歳未満 １８歳以上 計 １８歳未満 １８歳以上 計 

平成１８年度 60 369 429 90 415 505 934 3.4% 

平成１９年度 63 378 441 100 424 524 965 3.3% 

平成２０年度 65 386 451 117 445 562 1,013 5.0% 

平成２１年度 67 390 457 122 462 584 1,041 2.8% 

平成２２年度 58 385 443 136 467 603 1,046 0.5% 

  A 判定：重度・最重度 B 判定：軽度・中度 

（３）精神障がい者（児）の状況 

① 精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移 

ア 障害等級別                   （単位：人 各年度末） 

  １級 ２級 ３級 計 対前年増加率 

平成１年度 67 235 65 347 13.5% 

平成１９年度 47 235 65 347 △8.2% 

平成２０年度 49  258  81  388  11.8% 

平成２１年度 55 284 83 422 11.8% 

平成２２年度 61 308 115 484 14.7% 

 

イ 小樽市保健所で把握している精神障がい者数の推移   （単位：人 各年度末） 
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計 

平成１８年度 196 97 844 598 950 62 24 56 0 22 55 0 2904 

平成１９年度 220 118 891 646 980 66 28 62 0 30 57 0 3098 

平成２０年度 183 198 943 1106 167 8 33 37 30 20 194 0 2919 

平成２１年度 168 186 850 1072 159 11 32 38 44 23 175 0 2758 

平成２２年度 200 179 816 1109 176 6 23 30 46 19 167 0 2771 
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２ 主なサービス提供基盤の整備状況                      

（１） 訪問系サービス 

サービス名 事  業  内  容 
事 業 所 数 

H２１.1 H2４.1 

居 宅 介 護 
居宅における入浴、排せつ及び食事等の介

護、調理、洗濯及び掃除等の家事等を行う。 
１３ 13 

重 度 訪 問 介 護 

重度の肢体不自由者であって常時介護を要

する障がい者に、居宅における入浴、排せつ及

び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事

援助並びに外出時における移動中の介護を総

合的に支援する。 

１２ 11 

行 動 援 護 

知的障がい又は精神障がいにより行動上著

しい困難を有するものに、行動する際に生じ

る危険を回避するために必要な援護、外出時

における移動中の介護など行動する際の必要

な援護を行う。 

０ １ 

同 行 援 護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有す

るものに、外出時において、移動時及び外出

先において視覚的情報の支援や必要な移動の

援護等を行う。 

０ ６ 

重度障害者等包括支援 

 常時介護を要する障がい者等で、意思疎通

を図ることに著しい障がいがある者のうち、

寝たきり状態にある者、知的又は精神障がい

により行動上著しい困難を有する者に、居宅

介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、自

立訓練などを包括的に支援する。 

０ 0 

 

 

短 期 入 所 

居宅においてその介護を行う者の疾病その

他の理由により、障害者支援施設等に短期間

入所させ、入浴、排せつ及び食事の介護その

他の必要な支援を行う。 

 

 

８ 

 

 

 

８ 
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（２）日中活動系サービス                ＊（  ）内 定員数 

サービス名 事  業  内  容 
事 業 所 数 

H２１.1 H2４.1 

生 活 介 護 

常時介護等が必要なものに、主として昼間に、

障害者支援施設等において入浴、排せつ及び食事

等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供

その他の身体機能、生活能力向上のために必要な

援助を行う。 

５ 

 

(175) 

 

８ 

 

(293) 

 

自立訓練（機能） 

 身体障がい者に、障害福祉サービス提供事業所

等にて理学療法、作業療法その他必要なリハビリ

テーション、生活等に関する相談その他必要な支

援を行う。 

1 

 

(10) 

０ 

 

(０) 

自立訓練（生活） 

 知的又は精神障がい者に、障害福祉サービス事

業所等にて入浴、排せつ及び食事等に関する自立

した日常生活を営むのに必要な訓練その他必要

な支援を行う。 

1 

 

(７) 

3 

 

(40) 

就 労 移 行 支 援 

 就労を希望し雇用されることが可能と見込ま

れる障がい者に、一定期間、生産活動、職場体験

などの活動を通じて、就労に必要な知識及び能力

の向上のために必要な支援を行う。 

4 

 

(28) 

4 

 

(41) 

就 労 継 続 支 援 

A 型 

 通常の事業所に雇用されることが困難な障が

い者のうち適切な支援により雇用契約等に基づ

き就労する者に、生産活動その他の活動の機会の

提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上

のために必要な支援を行う。 

2 

 

(35) 

1 

 

(5) 

就 労 継 続 支 援 

B 型 

通常の事業所に雇用されることが困難な障が

い者のうち、就労移行支援事業等を利用したが一

般企業等の雇用に結びつかない者や、通常の事業

所に雇用されることが困難な者に、生産活動その

他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知

識及び能力の向上のために必要な支援を行う。 

8 

 

(99) 

１１ 

 

(162) 

児童デイサービス 

 障がい児につき、知的障害児施設等に通わせ、

日常生活における基本的な動作の指導、集団生活

への適応訓練などを行う。 

2 3 
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サービス名 

 

 

事  業  内  容 
事業所数 

H21.1 H24.1 

療 養 介 護 

 病院において機能訓練、療養上の管理、看

護、医学的管理下における介護などを要する障

がい者であって常時介護を要するものにつき、

主として昼間に、病院において支援を行う。 

 

 

0 

 

0 

 

（３）居住系サービス                 ＊（  ）内 定員数 

サービス名 事  業  内  容 
事 業 所 数 

H21.1 H24.1 

施 設 入 所 支 援 

 施設に入所する障がい者に、夜間に、入浴、

排せつ又は食事の介護その他必要な日常生活

上の支援を行う。 

1 

(58) 

3 

(222) 

共 同生活 介 護 

（ケアホーム） 

 

共 同生活 援 助 

(グループホーム) 

 共同生活介護は、夜間に、共同生活を営む住

居において入浴、排せつ及び食事等の介護、生

活に関する相談その他の必要な日常生活上の

支援を行う。 

 共同生活援助は、地域において共同生活を営

むのに支障のない障がい者に、夜間に、共同生

活を営む住居において相談その他の日常生活

上の援助を行う。 

34 

(140) 

84 

(360) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

（４）旧体系施設サービス               ＊（  ）内 定員数 

サービス名 事  業  内  容 
事 業 所 数 

H21.1 H24.1 

身体障がい者 

入所療護施設 入所する身体障がい者に治療

及び養護を行う。 

1 

(52) 

1 

(52) 

入所授産施設 入所する身体障がい者に必要

な訓練及び職業の提供を行う。 

1 

(60) 

0 

 

通所授産施設 通所する身体障がい者に必要

な訓練及び職業の提供を行う。 
0 0 

知的障がい者 

入所更生施設 入所する知的障がい者に保護

並びにその更生に必要な指導及

び訓練を行う。 

2 

(190) 

1 

(80) 

通所更生施設 通所する知的障がい者に保護

並びにその更生に必要な指導及

び訓練を行う。 

4 

(114) 

2 

(95) 

通所授産施設 通所する知的障がい者に必要

な訓練及び職業の提供を行う。 

1 

(40) 

1  

(40) 

精神障がい者生活訓練施設 

病院等から地域生活へ移行す

る精神障がい者に、一定期間日

常生活に必要な訓練を行う。 

1 

(20） 

0 

 

＊分場も１事業者とする。 
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Ⅲ．平成２６年度における数値目標の設定  
 

 

  数値目標の設定については、国の基本的指針及び北海道の基本的方針に基

づく北海道の目指す方向性を踏まえ、平成２６年度を目標年度として、次に掲

げる事項について数値目標を設定します。 

 

 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

    第２期計画作成時点に、福祉施設に入所している本市の障がい者は３

４８人です。 

北海道の目指す方向性は、施設入所者の１７%以上が地域移行をするこ

とを目標としています。 

本市では、施設入所者の高齢化や入所期間の長期化等を勘案し、３０人

が地域生活へ移行することを目指します。 

 

 

 ２ 入院中の精神障がい者の地域生活への移行 

    平成１７年度に北海道において実施した在院患者調査による小樽市に

おける退院可能精神障がい者は３８人です。 

    北海道の平成 21年度調査では、退院可能精神障がい者数は 27名と、

平成 17年度から 11 名減少しています。 

    本市では、北海道と連携し、退院可能な精神障がい者が地域で生活でき

るよう支援体制の整備に努めます。 

 

 

 ３ 福祉施設から一般就労への移行 

    第１期計画作成時点に、本市において福祉施設を退所して一般就労し

た者の人数は３人です。 

    北海道の目指す方向性として、第１期計画作成時点の４倍以上の移行

を目指すことから、本市では、北海道と連携し、１２人の障がい者が、福

祉施設から一般就労に移行することを目指します。 
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Ⅳ．障害福祉サービス等の見込量  
 

 

第２期計画の各年度の実績及び平成２６年度までの見込量は、次のとおりです。 

（※第２期実績の平成２３年度の数値は見込み） 

 

１ 訪問系サービス  

                        単位：時間／月 

サービス

体系 

 第  ２  期 第  ３  期 

H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度 H２５年度 H２６年度 

 

居宅介護 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

(実利用者) 

2,002 

1,502 

- 

(77) 

2,214 

1,660 

- 

(82) 

2,436 

1,918 

- 

(100) 

- 

- 

2,349 

(120) 

- 

- 

2,478 

(130) 

- 

- 

2,731 

(140) 

重度訪問

介護 

 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

(実利用者) 

877 

648 

- 

(3) 

964 

409 

- 

(3) 

1,060 

682 

- 

(３) 

- 

- 

776 

(3) 

- 

- 

964 

(4) 

- 

- 

1,060 

(5) 

 

行動援護 

 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

(実利用者) 

99 

67 

- 

(7) 

110 

70 

- 

(8) 

121 

72 

- 

(５) 

- 

- 

74 

(5) 

- 

- 

76 

(6) 

- 

- 

78 

(7) 

同行援護 第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

(実利用者) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

349 

- 

(27) 

- 

- 

409 

(31) 

- 

- 

449 

(34) 

- 

- 

493 

(36) 

重度障害

者等包括

支援 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

(実利用者) 

352 

0 

- 

(0) 

528 

0 

- 

(0) 

528 

0 

- 

(0) 

- 

- 

176 

(1) 

- 

- 

176 

(1) 

- 

- 

176 

(1) 
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２ 日中活動系サービス  

単位：人日／月                   

サービス

体系 

 第  ２  期 第  ３  期 

H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度 H２５年度 H２６年度 

生活介護 第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

（実利用者） 

4,422 

3,992 

- 

(183) 

5,808 

3,824 

- 

(205) 

10,626 

8,245 

- 

(349) 

- 

- 

12,304 

(547) 

- 

- 

13,222 

(601) 

- 

- 

14,542 

(661) 

自立訓練 

（機能） 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

（実利用者） 

132 

0 

- 

(0) 

154 

0 

- 

(0) 

176 

0 

- 

(0) 

- 

- 

132 

(6) 

- 

- 

154 

(7) 

- 

- 

176 

(8) 

自立訓練 

（生活） 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

（実利用者） 

814 

386 

- 

(20) 

836 

483 

- 

(22) 

858 

551 

- 

(22) 

- 

- 

682 

(31) 

- 

- 

726 

(33) 

- 

- 

880 

(40) 

就労移行

支援 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

（実利用者） 

1,056 

663 

- 

(42) 

1,144  

636 

- 

(39) 

1,320 

783 

- 

(４1) 

- 

- 

846 

(43) 

- 

- 

1,012 

(46) 

- 

- 

1,166 

(53) 

就労継続

支援 

A 型 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

（実利用者） 

792 

173 

- 

(12) 

814 

121 

- 

(7) 

836 

146 

- 

(8) 

- 

- 

176 

(8) 

- 

- 

198 

(9) 

- 

- 

220 

(10) 

就労継続

支援 

B 型 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

（実利用者） 

4,004 

1,625 

- 

(98) 

4,136 

2,109 

- 

(127) 

4,334 

2,696 

- 

(163) 

- 

- 

3,850 

(175) 

- 

- 

4,180 

(190) 

- 

- 

4,510 

(205) 

児童デイ 

サービス 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

（実利用者） 

650 

473 

- 

(125) 

840 

616 

- 

(159) 

1,050 

719 

- 

(190) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

児童発達

支援 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

（実利用者） 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

710 

(120) 

- 

- 

770 

(130) 

- 

- 

828 

(140) 

放課後等

デイサー

ビス 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

（実利用者） 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

546 

(110) 

- 

- 

595 

(120) 

- 

- 

645 

(130) 
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サービス

体系 

 第  ２  期 第  ３  期 

H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度 H２５年度 H２６年度 

 

医療型児

童発達支

援 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

（実利用者） 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

110 

(5) 

- 

- 

110 

(5) 

- 

- 

110 

(5) 

保育所等

訪問支援 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

（実利用者） 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

46 

(23) 

- 

- 

50 

(25) 

- 

- 

56 

(28) 

短期入所 第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

（実利用者） 

259 

111 

- 

(16) 

271 

119 

- 

(18) 

284 

119 

- 

(18) 

- 

- 

138 

(22) 

- 

- 

150 

(25) 

- 

- 

168 

(28) 

療養介護 

  人分 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

２ 

２ 

- 

２ 

1 

- 

２ 

1 

- 

- 

- 

23 

- 

- 

２3 

- 

- 

２3 

 

 

３ 居住系サービス                        単位：人分／月 

サービス

体系 

 第  ２  期 第  ３  期 

H21年度 H22年度 H２3 年度 H２4 年度 H２5 年度 H２6 年度 

共同生活

介護・共同

生活援助 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

129 

115 

- 

140 

131 

- 

161 

142 

- 

- 

- 

167 

- 

- 

208 

- 

- 

260 

施設入所

支援 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

235 

108 

- 

247 

129 

- 

318 

242 

- 

- 

- 

311 

- 

- 

322 

- 

- 

334 

旧法施設

支援 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

97 

350 

- 

87 

323 

- 

0 

132 

- 

- 

- 

0 

- 

- 

0 

- 

- 

0 
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４ 相談支援 

                               単位：人分／年 

サービス

体系 

 第  ２  期 第  ３  期 

H２１年度 H２１年度 H２１年度 H２４年度 H２５年度 H２６年度 

サービス

利用計画

作成 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

 11 

  0 

- 

 12 

  0 

- 

 13 

  0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

計画相談

支援 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

160 

- 

- 

450 

- 

- 

485 

障害児相

談支援 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

80 

- 

- 

100 

- 

- 

125 

地域移行

支援 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

14 

- 

- 

20 

- 

- 

25 

地域定着

支援 

第２期計画 

第２期実績 

第３期計画 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

14 

- 

- 

20 

- 

- 

25 
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Ⅴ．地域生活支援事業の見込量 

 

  

 １ 地域生活支援事業の種類                         

 

本市では、地域生活支援事業として、次の事業を実施しています。 

  

（１）相談支援事業 

   障がい者・障がい児、障がい児の保護者や障がい者等の介護を行う者からの相談

に応じ、必要な情報の提供及び助言、支援などを行うとともに、障がい者等と障害

福祉サービス事業者との連絡調整などを行います。 

 

 （２）コミュニケーション支援事業 

   聴覚、言語機能、音声機能などの障がいのため意思疎通を図ることが困難な人に

対し、手話通訳及び要約筆記の方法により意思疎通の円滑化を図ります。 

 

 （３）日常生活用具給付等事業 

   障がい者等に対し、日常生活用具給付・貸与、住宅改修費給付、点字図書給付の

方法により、日常生活上の便宜を図ります。 

 

 （４）移動支援事業 

   障がい者等に対し、移動介護、リフト付き乗用車による送迎、リフト付きマイク

ロバスの運行により、社会参加の促進を図ります。 

 

 （５）地域活動支援センター事業 

   障がい者等に対し、地域活動支援センターにおいて、創作的活動、生産活動の機

会の提供、社会との交流の促進などの便宜を供与し、地域生活の促進を図ります。 

 

（６）日中一時支援事業 

   障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等を日常的に介護してい

る家族の一時的な負担軽減を図ります。 

 

 （７）福祉ホーム事業 

   福祉ホームにおいて、障がい者に低額な料金で居室その他の設備を利用させると

ともに、日常生活に必要な便宜を供与します。 
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（８）訪問入浴サービス事業 

   身体障がい者等に対し、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の

清潔の保持、心身機能の維持を図ります。 

 

 （９）生活サポート事業 

   障害者自立支援法による介護給付費等の不支給の決定を受けた障がい者などに

対し、居宅介護を提供することにより、地域での自立した生活を推進します。 

 

（10）生活支援事業 

   こう頭摘出者に対し、食道発声法、電気発声法などにより発生訓練を行い、生活

の質の向上、社会復帰の促進を図ります。 

 

 （11）社会参加促進事業 

   点字・声の広報等発行事業、手話奉仕員養成事業、要約筆記奉仕員養成事業、点

訳奉仕員・録音図書奉仕員養成事業、自動車運転免許取得費助成事業、自動車改造

費助成事業及び障害者タクシー利用助成事業により、障がい者等の社会活動及び地

域活動への参加の促進を側面から支援します。 
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２ 地域生活支援事業のサービス量の見込み 

 

サービス

体系 
単 位  H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 

相談支援 

事業 

  

箇所数 

 

第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

４ 

４ 

- 

5 

４ 

- 

5 

４ 

- 

- 

- 

４ 

- 

- 

５ 

- 

- 

6 

自立支援

協議会 

  

実施有無 

 

 

第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

１ 

- 

- 

１ 

- 

- 

１ 

相談支援 

機能強化 

事業 

実施有無 

 

第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

１ 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

住宅入居

等支援事

業  

実施有無 

 

 

第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

１ 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

成年後見

制度利用

支援事業 

実施有無 

 

 

第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

コミュニ

ケーショ

ン支援 

利用人数 

 

 

第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

(手話通訳者) 

110 

47 

- 

120 

96 

- 

130 

100 

- 

- 

-  

750 

24 

- 

- 

750 

27 

- 

- 

750 

27 

日常生活支援用具給付 

事業 

 

第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

5,868 

4,400 

- 

8,572 

4,921 

- 

7,577 

5,036 

- 

- 

- 

5,399 

- 

- 

5,854 

- 

- 

6,409 

 

①介護・訓練等支援

用具 

第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

8 

2 

- 

8 

7 

- 

8 

5 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

6 

- 

- 

6 

②自立生活支援用具 第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

140 

53 

- 

2,540 

47 

- 

1,240 

46 

- 

- 

 

50 

- 

- 

50 

- 

- 

50 

③在宅療養等支援 

用具 

第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

20 

33 

- 

21 

29 

- 

23 

15 

- 

- 

- 

30 

- 

- 

30 

- 

- 

30 

④情報・意思疎通 

用具 

第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

61 

45 

- 

64 

58 

- 

67 

35 

- 

- 

- 

60 

- 

- 

65 

- 

- 

70 

⑤排せつ管理支援 

用具 

第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

5,639 

4,266 

- 

5,936 

4,777 

- 

6,236 

4,380 

- 

- 

- 

5,250 

- 

- 

5,700 

- 

- 

6,250 
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サービ

ス体系 
単 位  H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 

 ⑥住宅改修費 第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

3 

1 

- 

3 

3 

- 

3 

3 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

3 

- 

- 

3 

移動支援

事業 

箇所数 

利用人数 

*年利用時間 

第 2 期計画 

 

 

18 

47 

9,024 

18 

49 

10,525 

18 

51 

12,240 

- - - 

箇所数 

利用人数 

*年利用時間 

第 2 期実績 

 

 

１８ 

54 

8,807 

１５ 

75 

9,882 

１８ 

92 

10,718 

- - - 

箇所数 

利用人数 

*年利用時間 

第 3 期計画 

 

 

- - - 

18 

71 

5,544 

18 

75 

5,856 

18 

80 

6,246 

地域活動

支援セン

ター事業 

箇所数 

利用人数 

第2期計画 

 

6 

156 

6 

158 

6 

160 
- - - 

箇所数 

利用人数 

第2期実績 

 

5 

203 

4 

196 

4 

216 
- - - 

箇所数 

利用人数 

*定員／日 

第3期計画 

 

 

- - - 

3 

313 

 

3 

313 

 

3 

313 

 

日中一時

支援事業 

利用人数 

 

 

 

第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

*定員／日 

50 

36 

- 

55 

44 

- 

60 

48 

- 

- 

- 

67 

9 

- 

- 

75 

10 

- 

- 

82 

11 

福祉ホー

ム事業 

  

箇所数 

 

第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

2 

2 

- 

3 

2 

- 

3 

2 

- 

- 

- 

２ 

- 

- 

３ 

- 

- 

３ 

訪問入浴

サービス 

事業 

利用人数 

 

第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

６ 

５ 

- 

７ 

５ 

- 

8 

5 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

7 

- 

- 

8 

更生訓練

費給付事

業 

給付人数 

 

第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

5 

１ 

- 

廃止 

- 

- 

廃止 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

生活サポ

ート事業 

  

利用人数 

 

第2期計画 

第2期実績 

第3期計画 

5 

0 

- 

5 

0 

- 

5 

0 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

5 

- 

- 

5 
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サ ー ビ

ス体系 
単 位  H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 

生 活 支

援事業 

  

実施回数 

 

第 2 期計画 

第 2 期実績 

第 3 期計画 

20 

20 

- 

20 

20 

- 

20 

20 

- 

- 

- 

20 

- 

- 

20 

- 

- 

20 

社会参加促進事業  

 ①点字・声の広報発

行事業 

〔広報おたる〕 

 

〔小樽市議会だより〕 

第 2 期計画 

第 2 期実績 

第 3 期計画 

12 

12 

- 

12 

12 

- 

12 

12 

- 

- 

- 

12 

- 

- 

12 

- 

- 

12 

第 2 期計画 

第 2 期実績 

第 3 期計画 

4 

4 

- 

４ 

４ 

- 

４ 

４ 

- 

- 

- 

４ 

- 

- 

４ 

- 

- 

４ 

②手話奉仕員 

 養成事業 

第 2 期計画 

第 2 期実績 

第 3 期計画 

70 

６１ 

- 

70 

73 

- 

70 

73 

- 

- 

- 

75 

- 

- 

75 

- 

- 

75 

③要約筆記奉仕員 

  養成事業 

第 2 期計画 

第 2 期実績 

第 3 期計画 

12 

8 

- 

1２ 

7 

- 

12 

8 

- 

- 

- 

12 

- 

- 

12 

- 

- 

12 

④点訳奉仕員 

養成事業 

第 2 期計画 

第 2 期実績 

第 3 期計画 

20 

20 

- 

- 

- 

- 

20 

20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20 

- 

- 

- 

⑤録音図書奉仕員 

  養成事業 

第 2 期計画 

第 2 期実績 

第 3 期計画 

- 

- 

- 

20 

20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20 

- 

- 

- 

- 

- 

20 

⑥自動車運転免許 

  取得費助成事業 

第 2 期計画 

第 2 期実績 

第 3 期計画 

5 

1 

- 

5 

4 

- 

5 

1 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

5 

- 

- 

5 

⑦自動車改造費 

  助成事業 

 

第 2 期計画 

第 2 期実績 

第 3 期計画 

5 

3 

- 

5 

3 

- 

5 

3 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

5 

- 

- 

5 

⑧障害者タクシー 

利用助成事業 

第 2 期計画 

第 2 期実績 

第 3 期計画 

1,100 

1,015 

- 

1,100 

1,009 

- 

1,100 

1,079 

- 

- 

- 

1,２00 

- 

- 

1,２00 

- 

- 

1,200 
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Ⅵ．サービス見込量確保のための方策  
 

 

 １ 障害福祉サービスと相談支援の見込量の確保             

 

（１） 訪問系サービスの推進 

障がい者が、地域で生活していくために必要な訪問系サービス（居宅介護、重

度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援）について充実を図

るとともに、障がい種別に関係なくサービス提供体制の整備を推進します。 

 

 （２）日中活動系サービスの充実 

    障がい者の日中活動の場や社会参加の場、さらには、地域生活や就労に向けた

訓練の場として、障がい者が希望するサービス（生活介護、自立訓練、就労移行

支援、就労継続支援、療養介護及び短期入所）を提供できるよう、日中活動系サ

ービスの充実に努めます。 

  

（３）障がい児支援の推進 

   障がい児にかかわる関係機関が相互連携を深め、ライフステージで途切れるこ

とのない、継続的支援を行うことができる仕組みづくりに努めます。 

   特に、発達障がいなどを持つ子どもに関する情報を家族及び関係機関で共有す

る「療育カルテ」の作成について、検討を進めます。 

 

（４）地域生活への移行の推進 

   障がい者の施設入所等から地域生活への移行を推進するため、社会福祉法人や

NPO 法人等による地域における居住の場として共同生活援助（グループホーム）、

共同生活介護（ケアホーム）などの整備を図り、居住の場の確保に努めるほか、

アパート等賃貸住宅への居住等を踏まえ、自立支援協議会等に不動産業者の参加

を促すとともに、地域の空き家情報を収集するなど多様な生活形態の確保に努め

ます。 

また、居宅で単身又は家族の支援が困難な障がい者等を対象に、連絡体制の確

保や緊急時等の相談、その他の便宜を供与し、地域定着のための支援を推進しま

す。 

 

 （5）相談支援体制の整備 

    障がい者などからの相談や情報提供、助言、権利擁護や虐待防止の取り組み

を行うほか、相談支援事業者間の連絡調整や関係機関の連携の支援などを行

う、相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置を図ります。
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また、障がいの状況、家庭や住居の状況、サービス利用の意向など個々の状況

に応じて、必要なサービス利用や社会資源などの情報提供を行うとともに、必要

かつ効果的なサービスが利用できるよう、サービス等利用計画の作成を進めます。 

     

 

２ 地域生活支援事業の見込量の確保                

 

 （1）地域生活支援事業の推進 

    地域生活で自立した日常生活や社会活動を送るためのサービスが円滑に利用

できるよう、障がいのある人のニーズに適切な相談支援ができる体制を整備す

るとともに、地域生活支援事業（相談支援事業、コミュニケーション支援事業、 

   日常生活用具給付事業等）の充実に努めます。 

      

 （2）障害者自立支援協議会の充実 

    相談支援事業をはじめとする、地域の障害福祉に関するシステムづくりの中核

的な役割を果たす、小樽市障害者自立支援協議会の活性化を図り、関係機関のネ

ットワークの構築などの連携強化に努めます。 

    また、課題ごとに専門部会（子ども支援部会、就労支援部会、権利擁護部会等）

を設置し、協議を行う体制づくりに努めます。 
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Ⅶ．計画の推進等 
 

 

１ 連携・協力の確保                             

 

  障害福祉サービス及び地域生活支援事業の見込量を確保するためには、地

域全体で障がい者等を支える力を高め、福祉、保健・医療、教育、雇用など

広範な分野の連携が必要になります。 

  小樽市障害者自立支援協議会を中心とした関係者のネットワークづくり、

地域住民への啓発活動、関係機関・法人・団体などの協力体制の整備を進め、

事業の推進に努めます。 

 

２ 計画の点検・評価                             

 

   毎年度、障害福祉サービス及び地域生活支援事業について、その進捗状況

を点検・評価するとともに、小樽市障害者自立支援協議会の意見などを踏ま

え、次期障害福祉計画の策定に反映させます。 

 

３ 情報提供                             

 

   障害福祉サービス及び地域生活支援事業などに関する情報について広報

やパンフレット、ホームページに掲載するなど、障がい者等や地域住民への

情報提供に努めます。 

 

 ４ 実態の把握                            

  

   障がい者の孤独死が社会的に問題となっていることを踏まえ、支援につ

ながっていない人の実態を把握し、見守るシステムについて検討をしてい

きます。 

 

 ５ 障害者虐待への対応                         

 

   平成２４年１０月に障害者虐待防止法が施行されることから、小樽市に

おける障害者虐待対応のための仕組みを、小樽市障害者自立支援協議会と

ともに構築します。 


